
 
 
 
 
 

 隊員の皆様へ  

 

現任教育について  
 

希望日をご回答いただきありがとうございました。 

他方、約半数の方が未回答ですので、希望日のご回答をお願いします。 

回答方法 

勤怠システムの隊員コメント欄に入力 又は 電話 

※回線が混み合うため、できる限りお電話での回答はご遠慮ください。 

また、施設は隊長が取り纏め回答をしてください。 

回答結果をもって改めて詳細はお知らせいたしますのでお待ちください。 

【対象者】令和 7 年 3 月 31 日までにご入社された隊員、かつ、警備業に従事する隊員 

【日時】（時間 9:00～21:00 受付も９:００から） 

11 月 2 日（日）休日 

11 月１４日（金）平日 (県民の日) 

11 月１６日（日）休日 

【場所】さいたま市産業文化センター ３01 号室・302 号室（昨年度と同じ会場） 

 さいたま市中央区下落合 5-4-３（JR 埼京線：与野本町駅東口から徒歩６分） 

※当日は制服着用、装備品、警備員必携を忘れずに持参してください。 

※研修会場に人数制限があるため、希望日の変更をお願いすることもあります。 

担当：教育部 齋藤 浩 048-863-7465 

 

 

 
冬服に衣替えとなります。日程につきましては後日ご連絡します。 

① 制服・装備品の汚れ、破損などにより交換を希望される方は事前にご連絡ください。 

② 事前の用意がありますので早めのご連絡をお願いします。 

なお、旧品との交換となりますので、旧品は教育日にご持参ください。 

【連絡項目】所属、氏名、品名、制服ならばサイズ、個数（枚数）  

③ 現任教育の日に交換を希望される方も対応いたします。定められた期間は 2 年以内となります。 

※ 新 品：購入（2 年以内） 

※ 中古品：貸与（2 年以内）   担当：湯田 048-863-7446 

 

 

 

施設警備                交通誘導警備 

・火災報知器等の防災機器の点検確認   ・交通保安用資機材の有効活用 

・巡回時における確実な施錠確認の実施  ・車両歩行者等に親切な交通誘導の実践 

・丁寧で節度ある接客対応の励行     ・積極的に元気で明るい挨拶の励行 

衣替えについて 

 

令和 7 年 9 月 30 日 
 

第 366 号 

 

東和警備保障株式会社 

トーワニュース 

TEL 048-863-7465 

令和 7 年１０月重点目標 



令和７年度 健康診断について（再掲）提出期限延長しました 

※従業員皆様受診の対象です！！ 

 

労働安全衛生法により従業員の方は年一回の定期健康診断の受診が義務づけられています。 

６月１５日より１２月３１日までに以下の健診項目に基づく受診をお願いします。 

各自で予約、受診を行い、診察結果と領収証を会社に提出して下さい。 

その提出に基づき健診実費のうち上限 5,282 円を会社で負担します。 

（期間内の日付の領収書の提出がない場合はお支払できません。）  

健診結果・領収書の提出期限は令和８年１月３１日までとします。 

 

協会けんぽに加入の方 

対象の検診機関では、協会けんぽが費用 

の一部を補助するため健康診断の自己負 

担額が今年度は 5,282 円となりました。 

※35～74 歳の被保険者 

健診機関は協会けんぽホームページから 

検索できます。 

 

 健診項目  労働安全衛生法に基づき下記項目を受診して下さい 

①問診 

②自覚症状および他覚症状の有無の検査 

③身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査 

④胸部エックス線検査 

⑤血圧測定 

⑥尿検査（尿中の糖および蛋白の有無の検査） 

⑦貧血検査（赤血球数、血色素量） 

⑧肝機能検査（ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ） 

⑨血中脂質検査（ＬＤＬコレステロール、ＨＤＬコレステロール、トリグリセライド） 

⑩血糖検査 

⑪心電図検査 

☆彡 担当者変更のお知らせ ☆彡 

9 月２0 日付けにて、警備部（管制）齋藤 正さんが退職いたしました。 

    後任は、髙橋豊博さんが担当させていただくことになりました。 

    何卒、宜しくお願いいたします。 

☆前払 いに ついて  

●10 月の前払い受付締め切り日● 

① 申込日 10/1（水） → 振込日 10/3（金）（左記対象期間：9/21～9/30） 

② 申込日 10/15（水） → 振込日 10/17（金）（左記対象期間：10/1～10/14） 

※前払い申込書にご記入の上、申込日までに提出してください。 

勤務分の 50％までが申請可能金額です。 


